
看護職員の労働実態調査「報告書」

� 看護職員の労働実態調査「報告書」発行にあたって

� � 看護職員の労働・健康実態に思う（あいうえお順、敬称略）

井上英夫（６）、川嶋みどり（７）、今野久子（８）、佐々木司（９）、
�木和美（１０）、田村昭彦（１１）、�田和史（１２）、野村 拓（１３）、
林 千冬（１４）、本田 宏（１５）

� � 調査実施の概要
「調査票」

� � 調査結果の特徴

� � 調査結果の概要
◆回答者に関する概要
【問１】勤務する事業所―（３０） 【問７】雇用形態―（３３）
【問２】勤務病床など（性格別）―（３１）【問８】勤務する主な職場―（３３）
【問３】職種―（３１） 【問９】通常の勤務形態―（３４）
【問４】性別―（３１） 【問３９】病棟の看護単位―（３４）
【問５】年齢―（３１） 【問４２】看護体制―（３４）
【問６】勤続年数―（３２）

◆労働環境
【問１０】一年前に比べた仕事量の変化―（３６）
【問１１】規定の労働時間前後の労働時間―（３７）
【問１２】時間外労働（２００９年１０月）―（４０）
【問１３】賃金不払い労働（２００９年１０月）―（４１）
【問１４】賃金不払い労働の主な業務―（４１）
【問１５】当直時の仕事内容―（４２）
【問１６】年次有給休暇の取得―（４２）
【問１７】休憩時間―（４３）
【問１８】仕事上のミスやニアミス―（４４）
【問１９】医療・看護事故が続く大きな原因―（４４）
【問２０】メンタル障害で休んだり、治療を受けている職員―（４５）
【問２１】セクハラやパワハラの状態―（４５）
【問２２】ハラスメントを受けた相手―（４６）

◆健康
【問２３】健康不安―（４７）
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日本医労連が取り組んだ今回の「看護職員の労働実態調査」への各組織のご協力にお礼申し上

げます。今回の調査は、程度の差はあれ、全ての都道府県医労連で取り組まれ、２７，５４５枚の調査

票が集計されました。そして、夜勤・交代制勤務に対する過酷な実態や、その改善を求める切実

な声が「自由記載項目」で約１万５，０００人の看護職員から寄せられました。また、その中には、

労働組合活動の強化を訴える声も少なからずありました。

「看護職員」に限定した約３万人規模の労働実態調査は、これまで日本医労連として２度（１

回目２０００年、２回目２００５年）行っています。また、それ以前には、全ての医療労働者を対象にし

て、１９８８年に８万人、１９９７年に６万人規模の「健康労働実態調査」（設問、約１００項目）も実施

されています。今回の調査は、これらの調査を受け継いで実施したものであり、急ぎの調査のた

め、実施上で若干の不備はあったものの、各組織と組合員の協力を得て看護職員の最新の労働実

態を把握することができました。調査結果は、都道府県別にクロス集計も行われ、また調査に参

加した全ての組合単位でも集計し、フィードバックされました。これらは、看護職員の要求や政

策づくり、運動の貴重な材料となるものであり、各労組での積極的な活用が期待されます。

調査結果では、看護職員の絶対的な人手不足の実態とともに、そのことに起因する労働基準法

違反の常態化、また、看護職員自身が自らの健康不安を持ちながら、さらには健康を害しながら

看護に従事している労働実態が明らかになっています。

今回の調査を通して、看護職員の労働条件の改善（特に人員体制の充実・増員）と、それを担

保する看護制度や財政（診療報酬や関連予算措置）の改善が切実に求められていることが改めて

浮かび上がりました。看護職員の労働実態は、働くものの権利と、患者の人権を守るためにも欠

かせないものであり、看護の質に大きな影響を及ぼすものです。

今回の調査結果は去る４月２６日、単純集計部分をまとめた『中間報告』を記者発表しましたが、

多くのマスコミによって全国的に取り上げられ、さらにニュースはインターネット上で広く流さ

看護職員の労働実態調査『報告書』発行にあたって

日本医療労働組合連合会
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れました。

この「報告書」は、４月に発表した「中間報告」の内容に特徴的なクロス集計部分を加え、限

られた時間で十分とは言えませんが、一定の分析を行ったものです。また、これまでの調査結果

との比較についても別途まとめました。

さらに、看護労働に関わる研究者等の方々から「中間報告」に対する貴重なコメントをいただ

き、掲載しました。お忙しい中、急ぎご協力をいただいた先生方に厚くお礼申し上げます。

最後になりましたが、『報告書』が、財団法人日本医療労働会館の『医療労働』の誌面に掲載

いただいたことにお礼を申し上げます。また、データの集計作業やグラフの作成に当るなど、献

身的なご協力をいただきました�きかんし（メディア制作部）のみなさんに心より御礼申し上げ

ます。

労組をはじめ、多くの方々が、この『報告書』の内容を広くご活用いただくことを期待してい

ます。また調査に対するご意見等をいただくことができれば幸いです。

２０１０年７月２７日

日本医労連第６０回定期大会の日に

４ 医 療 労 働



【問２４】今の健康状態―（４９）
【問２５】疲れの回復具合―（４９）
【問２６】仕事での強い不満、悩み、ストレスの有無―（５１）
【問２７】強いストレスの要因―（５４）
【問２８】患者・家族からのクレームによるストレス―（５５）
【問２９】常用している薬―（５６）
【問３０】健康の自覚症状―（５６）

◆仕事に対する意識
【問３１】仕事の達成感―（６０）
【問３２】十分な看護ができない主な理由―（６１）
【問３３】看護の仕事のやりがい―（６２）
【問３４】「仕事を辞めたい」と思うこと―（６３）
【問３５】仕事を辞めたい理由―（６４）

◆母性保護
【問３６】生理休暇―（６５）
【問３７】妊娠時の状況―（６５）
【問３８】妊娠時、母性保護の支援措置―（６６）

◆病棟で働く夜勤交代勤務者
【問４０】病棟の夜勤体制（夜勤人員と１０月の夜勤回数）―（６７）
【問４１】２交代夜勤の勤務（拘束）時間―（７０）
【問４３】「７対１」での変化―（７１）
【問４４】３交代の勤務間隔―（７２）

� � 看護職員の労働・健康実態２０年前との比較

� � 看護職員の労働・健康実態－他産業との比較

� � 看護職員はどのような労働実態を訴え、何を求めて

いるか （寄せられた現場の声より）

�人手不足で忙しすぎる（８１）
�過酷な夜勤（８３）
�健康不安（８４）
�常態化する労働基準法違反（８４）
	２交代勤務の問題点（８５）

賃金が低い（８６）
�「７対１」看護体制について（８７）
�希望――こんな職場に――こんな仕事に！（８８）

�  報道記事（一部）

� 「労働・健康」実態調査を振り返って

� 連絡先

表紙写真 連合通信社 亀井正樹





看護職員は、患者・住民の健康権保障のにない手である。にない手の人権が保障されなければ、患
者・住民の人権が保障されるはずもない。ところが、今回の看護職員の労働実態調査で明らかにされ
ているのは、にない手の労働権・生活権侵害ばかりでなく、健康破壊が進み、自身の健康権さえ侵害
されているということである。

医療・社会保障の営利化、労働の規制緩和の結果

「いつになったら、こんな勤務から抜けだせるのか」
調査に寄せられた声に、４０年、５０年前にタイム・スリップしたような思いを抱いたのは私ばかりで

はあるまい。
デ－トがしたい。結婚したい。子どもを産み、育てたい。これが、１９６０年初頭からの「病院スト」、

６８年からの「ニッパチ」闘争、そして９０年代の「ナ－ス・ウェ－ブ」を闘った看護婦達の悲痛な叫び
であった。そして、医労連をはじめとする粘り強い運動により夜勤規制、賃金引き上げ、増員を勝ち
取り、看護職を誇りある、魅力ある仕事へと一歩前進させたことは確かである。
しかし、調査結果は、その成果が、医療・社会保障における民営化、営利化そして労働の規制緩和

すなわち「構造改革」により奪われてきたことをはっきりと示している。その根底には、介護職員、
そして派遣、非正規労働等、新たな「安上がり労働力」の広範な導入があることを直視しなければな
らない。

看護職員を人権のにない手に、医療機関・施設を人権の砦に

今、必要なのは、患者・住民そして看護職員の健康権、生存・生活権、労働権侵害政策に人権の旗
を対置し、看護職員を人権のにない手に、医療機関・施設を人権の砦にすることであろう。
そのためには、まず、介護職員・非正規職員と連帯しなければならない。介護職員等の賃金・労働

条件の向上こそ、看護職員の賃金・労働条件の向上に連なるからである。次に、健康権保障の旗を高
く掲げ、患者・住民と連帯しなければならない。そして、最後に、看護職員条約をはじめ国際条約の
批准闘争を展開し、世界の働く人々と連帯することである。

人権の旗を掲げよう
にない手の人権が侵害されている

井上 英夫
金沢大学教授

� ―看護職員の労働・健康実態に思う―
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絶対的な人手不足が依然として続き、その結果、看護師本来の役割が果たせない状況を生んでいる
ことが、またしても明らかになった。看護職員の労働実態調査から、２７，５４５人の看護師の切実な声に
耳を傾けた。なかでも、人間らしく働く上での基本的な最低条件を決めた労働基準法違反が常態化し
ていることを重視しなければならないと思った。ふり返れば、過去の医療労働運動は、その最低条件
を満たすための闘いの連続ではなかったか。それが未だに、看護師の健康問題をむしばみ、注意力や
判断力の低下を来して医療安全を脅かすという構図が続いているという。

次に、専門職労働者として人々に求められる看護を提供する責務を負っている視点から、＜仕事に
対する意識＞に注目した。先ず、「十分な看護ができていない」と半数の回答者が答え、その８割強
が「人員が少なく業務が過密」であることを理由に上げている。看護師なら誰でも強く願う＜よりよ
い看護＞の実践ができない辛さは、看護の受け手である人々の最大の不幸でもある。必要な看護の提
供は、国民の等しい権利であり、看護師は有用な社会資源であるという立場から、人手不足や看護師
の疲労でその権利をむしりとってはならない。そうした厳しい条件のもとで、約６割の回答者が仕事
のやりがいを「少し感じる」一方、仕事を辞めたいと思うことが、「何時も」と「時々」を合わせて
約８割、これは、毎年新人を送り出す教育の立場からも聞き逃せない。厳しくてもやりがいがあると
いう健気さを、労働環境や条件が奪っては決してならないのである。

国民の権利と
専門職労働者の労働条件

川嶋 みどり
日本赤十字看護大学教授

� ―看護職員の労働・健康実態に思う―
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二交代制勤務が導入されはじめたとき、医労連のメンバーとともに欧州に調査に行ったことがある。
ロケットのような昇進をしたと紹介された、ドイツの病院の経営者は、「法律と労働協約がある限り、
ドイツでは１６時間勤務はあり得ない。日本の病院経営者は、ラクですね。」と言い、パリの看護師は
「１６時間勤務なんてクレイジイ、事故がおきないのか」と驚いたものである。
日本の看護職員の労働実態は、ますます過酷になってきているようだ。今回の調査結果からは、看
護職員の悲鳴が聞こえてくる。医療の高度化と「７対１看護」の体制のもとで、仕事の量も質もはる
かに負担が大きくなってきている。
しかし、法律をみても、看護職員に対し労働法の特別の規定があるわけではない。ＩＬＯ看護職員

条約も批准していない。調査結果では、昨年１０月の１か月に限っても、回答があった者の約３分の２
が不払い残業に従事しているなど、最低基準である労基法さえ、違反が横行している。有給休暇の取
得率は、「３割以下」が半分を超える。しかも、仕事の大変さに比較して賃金が安い。これでは、「仕
事をやめたい」と思うのも無理はない。また、セクハラやパワハラの被害の多さにも、あらためて驚
いた。人の命・健康をまもる仕事なのに、看護職員の６割以上が、メンタルな面も含め「健康に不安」
を感じている。このような状態では、事故も起こりかねないし、何よりも、看護職員としての志も、
喜びも萎えてしまうだろう。看護職員の増員はもちろんだが、「看護師をやめる人を少なくするため
に必要なことは何か」を執拗に追求することが大事と思う。
課題は、この貴重な調査結果を運動や労働協約・法律にいかに結びつけていくかではないだろうか。

たとえば、今回の結果では、「勤務から勤務までの時間が短くて睡眠も十分とれない」という意見が
多い。勤務から勤務までのインターバルについては、看護職員の勧告でも１２時間と規定され、日本で
も法制化を真剣に議論すべきときである。産業衛生学や安全工学等からも、疲労や事故予防について
貴重な研究がなされている。具体的な働き方のイメージを持てるような、政策や提言が求められてい
るのだと思う。医労連のさらなる具体的な取り組みを期待する。

看護職員の悲鳴が聞こえる
勤務間隔１２時間以上法制化など、
実態調査生かした取り組みを

今野 久子
弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授

� ―看護職員の労働・健康実態に思う―
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本調査は、組織的な看護職員の労働状況を経年的に追跡できる学術的にも意味のある数少ない資料
である。小生としては、とりわけ今回の調査で、わが国で特異的に採用されている１６時間夜勤の実態
に興味があったが、それが全２交代夜勤の半数を超えていた（５３％）ことには愕然とせざるを得なか
った。
そもそも世界の夜勤交代勤務研究者の間では、事故リスクが増大するとして１２時間夜勤に警鐘を鳴

らしている段階（たとえば Folkard ら、OccupMed；２００３）であり、１６時間夜勤など眼中にないので
ある。労働時間に極めて柔軟な米国であっても１６時間夜勤が定常的に行われていないことを推して知
るべしである（Rogers ら、HealthAffairs；２００４）。
しかも１６時間夜勤は，さまざまな問題を孕んでいる。その証拠が、本データからも明らかにされて
いる。たとえば、１６時間夜勤では、６０分以上の前残業が３交代勤務（６．３％）より多く、１０．６％をも
占める。
これは、とりわけ急性期病棟では、夜勤前に入院していた患者が、次の出勤の際には退院している

場合が多く、患者情報を新たに取得せざるを得ないために前残業が増えるのである。つまり、１６時間
夜勤が１６時間以上の夜勤になってしまう問題である。
その他、１６時間夜勤では、休憩が満足にとられるのは１６．７％と少なく、また夜勤回数が５回に及ぶ
例が２７．０％もある。さらに、３交代勤務の夜勤人員配置は３人（準夜勤５４．７％、深夜勤５３．７％）が最
も多いが、１６時間夜勤になっても人員が増えないばかりでなく、２人夜勤が３１．７％もあることである。
本調査では、「交代勤務は発がん因子である」とした知見（Straif ら、LancetOncol；２００７）には触

れていないが、今後は，この種の調査も必要になろう。ともかく１６時間夜勤は絶対ダメである。

１６時間夜勤は絶対ダメ
である

佐々木 司
（財）労働科学研究所・慢性疲労研究センター センター長

� ―看護職員の労働・健康実態に思う―
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質の高い職場集団による、いのち・健康・生活のまるごとのケアを私たちは願っているが、その担
い手のいのち・健康・生活がつぶされている。１９６０年秋、「病院スト」が始まった（医療機関で働く
看護労働者の低賃金・長時間労働・前近代的な従業員管理体制等が問題とされた）。
その一方で、６３年、種々の病気を抱える高齢者の看護を、意図して主に無資格者に担わせる特別養
護老人ホーム制度が作られた。８２年には老人保健法が成立し、高齢者看護を無資格者に委ねる方向で
看護師配置に目配りがあった。８７年の介護福祉士制度は、実質的に看護を担う“看護職ではない専門
的技術職”を用意することとなった（出入国管理及び難民認定法と関係あり）。８０年代末から展開さ
れた「看護（婦）闘争」は、９２年「看護師確保法」制定に繋がったが、同年「福祉人材確保法」もで
きている。これらは労働者の要求運動を分断しながら一定受け止め、全体として看護補助者をより活
用する政策でもあった。今日、無資格者による医行為の規制緩和と外国人看・介護労働者の受け入れ
が進んでいる。医師と看護・介護労働者の全体構造をみた議論が必要である。急性期治療の場も長期
療養の場も一人の人間の生活の場であり、そこに質の高い全人的看護が求められている。
看護労働者問題の構造を眺めてみると、運動主体の中においても、保助看法成立期、そしてそれ以

降今日まで、制度（政策）が制定されたり改正されると、その制度の枠組みを固定的にみてしまい、
看護労働者問題の根底にある介護労働者問題を共通認識にできなかったという弱さがあったように思
う。また、看護師の目先の資格制度をいじって幾分持ち上げる制度を作る際には、医師の労働・看護
師の労働の代替政策、及び資格制度の細分化（分断）がセットで用意されてくることに注意を払いた
い。

看護と介護の労働者問題
を統一的にとらえよう

�木 和美
岐阜大学教授
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まずは、看護職員の労働と健康状況に関して回答者総数２７，５４５人に及ぶ貴重な調査を実施されたこ
とに敬意を表します。今回は誌面の関係上、夜勤問題に関してコメントします。
私は１９９７年、国立病院に２交替夜勤が強行導入された際に全医労九州地方協議会の皆さんと一緒に
看護師の疲労アンケート調査を行ったことがあります。この時の調査では、３交替と比べて２交替夜
勤後には『眠気とだるさ』や『注意集中の困難』の訴え率が高くなっていることが分かりました。ま
た、燃え尽き症候群を呈している看護師さんもおられました。
今回の調査結果では交替勤務者の１０．２％（１，６１５人）が２交替勤務をおこなっています。１９９７年以

降、多くの職場で２交替夜勤が導入されたことを反映しているようです。
２交替夜勤の勤務時間が「１６時間以上」と回答した看護職員が５３％となっており、夜勤が長時間に

及んでいるのが特徴的です。さらに２交替夜勤の体制が２人以下との回答が３５％も占めています。こ
れでは夜勤中の仮眠を取ることも十分できず、処置等で忙しくなる朝方には、疲労がピークに達して
いると思われます。
一方、３交替制でも、最も短い勤務間隔が「８時間以下」と、極めて短時間のシフトで働いている

看護職員が５１．４％を占め、さらに３割を超える看護職員が６時間以下となっています。日勤に引き続
き深夜勤に入るといった労働生理に反する勤務となっており、睡眠不足のまま勤務していることにな
ります。
適切な交替勤務を求めていくことは、看護職員の健康面からだけではなく、医療の安全性の点から

も必要です。今回の調査結果を活かして、看護職員の労働条件改善を進めることは全国民的要求とも
いえます。

朝方は疲労もピークの
�交替夜勤
看護職員の健康面と、医療の安全性の
観点から適切な交替勤務の追及を

田村 昭彦
九州社会医学研究所 所長
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医療や福祉や教育は、国民の命や生活や人間的な発達を担う職域です。この職域の労働者の健康水
準は、医療や福祉や教育の「質」に直結するため、世界的には、適切な労働条件の整備に各国が努力
してきました。しかし、我が国では、近年、社会保障や教育予算が削減されつづけ、様々な歪みが作
り出されています。「看護職員の労働実態調査・中間報告」の内容も、そうした歪みを示すものでし
た。
「健康である」と答えられる看護職員が３４．２％しかおらず、５１．２％が「疲れが翌日に残ることが多
い」とし、「休日でも回復せず、いつも疲れている」と応えた人が２２．３％いました。看護職の働き方
は深夜勤務を含む不規則な交替制勤務であり、どの時間帯の勤務であっても人命に直結する心身のス
トレスが極めて強い労働です。勤務での疲労が昼間の不十分な睡眠や不規則な夜間の睡眠だけでは十
分回復できなくなり、疲労の蓄積を招き易い職種です。
２０年前に比べて疲労の回復が不十分な人が増え、睡眠剤や安定剤を服用している人の率が上昇して
いた結果は、この間の看護職員の「必死の努力」を反映したものと解釈できました。
また、切迫流産など妊娠時の異常が年々増加している結果も、疲労の度合いを増し「健康」な看護

職が減少し続ける結果と一致していました。母体が疲れ果てていては安心して妊娠したり出産したり
はできないのです。
今回の調査は日本医労連に加盟する労働者の実態を捉えたもので、未組織の看護職員の状況はもっ

と厳しいかもしれません。医師の過労が医療事故の発生に関連しているとの調査報告もあります。看
護職の健康水準の改善が、国民の課題として実現できること願っています。

「健康」な看護職が減少
未組織ではより厳しい状況も

垰田 和史
滋賀医科大学社会医学講座衛生学部門准教授

� ―看護職員の労働・健康実態に思う―

１２医 療 労 働



女性中心の職場の労働条件を示す指標で、一番ごまかしのきかないものは「母性」に関するもので
はないか。つまり、赤ちゃんを生み育てられる環境かどうか、ということである。もちろん、半強制
的な結婚退職、出産退職でデータの得られない職場もあるが、それは民族的衰退をもたらすことによ
って、みずからの首をしめる企業といえる。
そのようなやり方を認めないのが、労働組合であり、その労働組合による調査で２０年前に比べて切
迫流産１０．０％、流産７．５％、出血１２．８％と、それぞれ増加していることを重く受けとめなければなら
ない。
調査票が２７，５４５枚と多く、また２０年前と比較できる点、優れた調査といえるが、その解析と政策提

言や運動への反映が重要である。
例えば、２０年前には介護保険も「７対１看護」もなかった。その後、多分に「看護代替的ニュアン

ス」をこめて、「介護職」を導入し、他方で「７対１看護」という診療報酬上の誘導操作が行われた。
看護はモミクシャにされ、疲労の質も変わってきたのではないか。全面的に患者と向き合うことから
生まれる充足感、達成感のある疲労ではなく、ときにはマネージャーのごとく、ときには人足のごと
く、ときにはコーディーネーターのごとく、なんとも中途半端で「徒労に近い疲労」が累積されてい
るのではないか。そのあたりの解析がまず必要ではないか。

重大な母性の悪化
赤ちゃんを生み育てられる環境作りへ
解析と政策提言や運動を

野 村 拓
国民医療研究所顧問、北九州医療・福祉総合研究所 所長
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今回の調査結果で明らかになった、労働過重と健康状態の悪化、仕事達成感の低下といった実態に
はただただ暗澹たる思いがします。たとえば母性保護については、妊娠経験者のうち約３割が夜勤・
当直の免除を受けておらず、３割強が切迫流産を経験していました。確保定着・就業継続支援の必要
性が叫ばれて久しいですが、実際にはまだまだかけ声倒れであることをこの結果は物語っています。
また、３交代制における勤務帯前後の残業時間の増加は顕著です。今後、３交代制よりは勤務と勤

務の間隔を長くとれるという姑息的な理由で、２交代制導入はますます進むでしょう。けれどその２
交代制でも、長時間夜勤の�命綱�である仮眠さえ「あまり」「全く」取れないとの回答が３割に上
りました。現状では「２交代にゆくも地獄、３交代に戻るも地獄」だといえます。
一方、「患者や家族からのクレームに対するストレス」を「強く・少し・感じている」との回答が

８割に上ることには新たな懸念をおぼえます。「クレーム」とは本来、看護のあり方を患者・家族と
ともに見直す契機となるものですが、看護職者の過酷な労働実態は、そうした前向きな問題解決、い
いかえれば患者・家族との協同の関係づくりさえ阻んでいるのではないでしょうか。
今回明らかになった労働実態は決して私たち看護職者だけの問題ではありません。私たちは、今現

場で起きていることから目をそらさず、その根本原因となる過酷な労働実態の改善の必要性を、患者
・家族ひいては国民全体に訴え、共有し、労働条件改善と職場定着促進への取り組みを共同で進めて
いくことが今こそ必要なのだと改めて感じさせられました。

労働条件改善と職場定着促進へ
患者・家族・国民共同の運動を

林 千冬
神戸市看護大学教授
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私の母親は２００１年の７月７日、７２歳で亡くなりました。
リューマチで地元の病院に通院していた母は、亡くなる約１０ヶ月前、肺炎の診断でその病院に緊急

入院していました。翌日の夜間帯、母は用を足そうとしたのでしょう、ベッドサイドのプラスチック
製の簡易トイレに移動しようとして転倒、大腿骨頭を骨折したのです。
私に連絡が来たのは、翌日午前の外来診察中、運悪く父は仕事で上京し連絡が取れないとのことで

す。午前の外来を早々に切り上げて故郷へ急ぎました。
夕方私が病室に到着した頃、父はすでにベッドサイドに座っていました。薄暗い部屋で二人がいつ

もより小さく見えたことを覚えています。リューマチで長期間ステロイドを服用、やせ細った母が大
腿骨頭骨折です。これからどうなるのか…その時父が少し強い口調で尋ねたのです。
「トイレに行くときに、なぜ看護師さんを呼ばなかったんだ」と。
母はか細い声で応えました。
「看護師さんはとても忙しそうで、声をかけられなかった…」
母は私が想像した通りの答えをしたのです、今でも忘れられません。その後母親は寝たきりのまま、

二つの病院を転々とし翌年の７月に永眠しました。
日本の医療体制を患者さんが望む安全なものにしなければと、私が現場から情報発信を開始したの

は母の一件が起こる数年前からでした。しかし間に合いませんでした。そしてそれから１０年過ぎた現
在も医療現場の労働環境は寧ろ悪化の一途をたどっています。
「世界最大の悲劇、それは沈黙と無関心」、現場の真実を伝えより良い医療体制を作るのは私たち

医療者の社会的責任です。諦めずこれからも一緒に声を挙げ続けましょう。

看護職員調査を見て
思い出す母のこと

本田 宏
埼玉県済生会栗橋病院副院長、医療制度研究会副理事長
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